
栃木市におけるイノシシ捕獲施設設置の実績について 

◆設置の期日：平成２６年３月４日（火）～３月１４日（金） 

◆設置箇所：栃木市藤岡町部屋地先（別紙位置図のとおり） 

◆捕獲等の目的：有害鳥獣捕獲（国指定鳥獣保護区内） 

◆設置の経緯等： 

平成２６年２月２２日（土）午前９時頃 

・渡良瀬遊水地内において、ヨシ刈り作業中の作業員１名（６３歳・男性）が後方よ

り走り寄ってきたイノシシに右膝裏を噛まれ、１０針を縫う怪我を負う。 

平成２６年２月２４日（月）午前９時頃 

・上記の事案について、関係者より栃木市藤岡総合支所産業振興課へ連絡あり。 

平成２６年２月２６日（水） 

・二次被害を防止するため一時的予防措置として、ヨシ刈作業を中止。 

平成２６年２月２８日（金） 

・環境省関東地方環境事務所野生生物課に有害鳥獣捕獲許可手続きについて協議。 

・国土交通省利根川上流河川事務所藤岡出張所へ河川敷地の一時使用届を提出。 

（申請者：栃木県猟友会藤岡支部） 

平成２６年３月４日（火） 

・環境省関東地方環境事務所野生生物課より有害鳥獣捕獲許可の交付。 

・申請者立会のもと、栃木市藤岡総合支所産業振興課により捕獲わな２基を設置。 

平成２６年３月１４日（金） 

・渡良瀬遊水地ヨシ焼き実施のため、前日に捕獲わな２基を撤去。 

これ以降は、設置実績は無い。（平成２８年６月末現在） 

※（次ページに位置図及び設置状況の写真あり） 

資料４



位 置 図 

設置箇所

設置状況


